
 

 

報第１号 

 

知事専決処分について報告 

 

令和７年度和歌山県一般会計補正予算のうち、下記のものについて予算措置の必要が生じたが、特に

緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がなかったので、やむを得ず地方自治法（昭和22年法律第

67号）第1 7 9条第１項の規定により、別紙のとおり令和８年１月23日知事において専決処分した。 

よって、同法同条第３項の規定によりこれを報告し、その承認を求める。 

 

令和８年２月19日提出 

 

和歌山県知事 宮 﨑   泉 

 

記 

１ 歳入歳出予算 

衆議院議員総選挙執行に伴う歳入歳出予算の補正 
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令和７年度和歌山県一般会計補正予算 

 

令和７年度和歌山県の一般会計補正予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 937,061 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ 656,054,586 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算の補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費の補正」による。 

 

令和８年１月23日専決 

 

和歌山県知事 宮 﨑   泉 
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　 第１表　歳入歳出予算の補正　 (歳　　入)

補 正 前 の 額

千円 千円 千円

款 項 補 正 額 計

9 国 庫 支 出 金 103,698,767 937,061 104,635,828

3 委 託 金 2,171,607 937,061 3,108,668

歳 入 合 計 655,117,525 937,061 656,054,586
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　 　　　　　　　　　　　　　　 (歳　　出)

補 正 前 の 額

千円 千円 千円

歳 出 合 計 655,117,525 937,061 656,054,586

5 選 挙 費 1,640,212 937,061 2,577,273

款 項 補 正 額 計

2 総 務 費 38,751,933 937,061 39,688,994

-4-



2 総 務 費

5 選 挙 費

衆 議 院 議 員 総 選 挙 執 行

合 計

845,028

845,028

845,028

845,028

千円

  第２表  繰越明許費の補正

      １　追　　  加

款 項 事　　　業　　　名 金　　　　額
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